
会 議 記 録 

 

高松市附属機関等の設置、運営に関する要綱の規定により、次のとおり会議記録を公表

します。 

会 議 名 令和４年度 第３回高松市農業基本対策審議会農業所得対策部会 

開催日時 令和５年２月１６日（木）午前９時５５分～午前１１時３５分 

開催場所 香川県農業協同組合高松市中央一宮支店 ２階 会議室 

議    題 

(１)農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定につい

て 

(２)農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定について 

(３)高松市「人・農地プラン」の検討について 

(４)その他 

公開の区分  □ 公開  □ 一部公開  ■ 非公開 

上記理由 

 農業者や農業団体から申請のあった農業経営改善計画や青年等就農

計画、高松市「人・農地プラン」の審査等するため開催するものであ

るが、申請内容に個人及び法人の農業経営に関する情報が記載されて

おり、高松市情報公開条例第７条１号及び２号に該当するため 

出席委員 

〔高松市農業基本対策審議会農業所得対策部会委員：１１人〕 

森口部会長、吉村委員、三笠委員、溝渕委員、山田委員、吉田委員、

荒川委員、鎌倉委員、松浦委員、十河委員、北濱委員 

傍 聴 者   -人（定員-人） 

担当課及び 

連 絡 先 

農林水産課 農林計画係 

電話８３９－２４２２ 

  

会議の経過及び結果 

 

議題(１) 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定について 

事務局から資料に基づき説明。認定について異議なし。 

（質疑等） 

【委 員】 （16番申請者）市外でも農業経営しているので、県認定ではないか。 

【事務局】 申請者が市認定を希望している。また、高松市内での経営規模・内容

で認定基準は満たしていると判断した。 

【委 員】 現状農業所得０円の申請者がいるが、目標農業所得は達成できるのか。 

【事務局】 個人経営から法人経営へ移行するためであったり、農業の売上はあっ

ても農業機械の減価償却費で相殺されて現状農業所得が０円になって

いる。 

 

議題(２) 農業経営基盤強化促進法に基づく青年等就農計画の認定について 

事務局から資料に基づき説明。認定について異議なし 

（質疑等） 

【委 員】 青年等就農資金について教えて欲しい。 

  【事務局】 （制度について説明） 



  【委 員】 （2番申請者）計画のとおりの農地集積が難しいかもしれない。 

  【委 員】 中には計画達成が難しい人もいると思われる。 

   【委 員】 若い世代の人は農業者の会に入ってくれなくなっている。会に入って

くれれば、いろんなアドバイスができるのに残念。農業経営は思ってい

るより難しい。一方で、新規に就農する人を暖かく見守ってあげること

も必要だ。 

 

議題(３) 高松市「人・農地プラン」の検討について 

事務局から資料に基づき説明。承認について異議なし 

 

議題(４) その他 

 なし 

 

 


